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地
域
で
作
ろ
う
住
み
よ
い
ま
ち

　
　
　
　
　
自
治
会
へ
の
加
入
を

あ
な
た
も
地
域
の
守
り
手
に

　
　
　
　
　
消
防
団
員
募
集

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を

担
当�

市
民
協
働
課　
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自
治
会
は
、
住
み
よ
い
安
全

な
地
域
を
作
っ
て
い
く
た
め
の

自
主
的
な
団
体
で
す
。
最
近
で

は
、
防
災
・
防
犯
と
い
っ
た
観

点
か
ら
、
自
治
会
の
重
要
性
が

増
し
て
い
ま
す
。
自
ら
が
生
活

す
る
地
域
を
よ
り
魅
力
あ
る
地

域
に
す
る
た
め
に
、
自
治
会
に

ご
加
入
く
だ
さ
い
。

自
治
会
の
役
割
と
は

住
み
よ
い
地
域
を
目
指
し
て

　

地
域
の
課
題
に
向
き
合
い
、

自
主
的
に
解
決
へ
向
け
て
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
、
地

域
の
清
掃
や
ご
み
集
積
所
の
管

理
は
こ
の
活
動
の
一
つ
で
す
。

ま
た
、
回
覧
板
や
配
布
物
な
ど

で
生
活
に
欠
か
せ
な
い
情
報
を

お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
他
に

も
、
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
や
防
災

訓
練
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

地
域
の
絆

　

お
祭
り
の
運
営
と
い
っ
た
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
も
、
大

事
な
取
り
組
み
で
す
。こ
れ
は
、

伝
統
や
文
化
を
引
き
継
ぐ
た
め

だ
け
で
な
く
、
地
域
の
一
体
感

を
つ
く
っ
て
い
く
上
で
も
大
き

な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
自
治
会
の
活
動
を
通

し
て
築
か
れ
た
「
顔
の
見
え
る

関
係
」
は
防
災
・
防
犯
の
面
か

証
と
し
て
利
用
も
予
定
さ
れ
て

お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
便

利
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

◆
余
裕
を
も
っ
た
申
請
を

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
か
ら
交
付
ま
で
は
通
常
１
カ

月
程
度
で
す
が
、
申
請
が
集
中

し
た
場
合
、
時
間
が
か
か
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
余
裕
を

も
っ
て
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
方
法

　

以
前
に
書
留
で
送
付
さ
れ
た

「
通
知
カ
ー
ド
」に
同
封
の「
交

付
申
請
書
」
を
用
意
し
、
次
の

い
ず
れ
か
の
方
法
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

①
郵
送
に
よ
る
申
請

　

交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
顔
写
真
（
6
カ
月
以

内
に
撮
影
）
を
貼
付
の
上
、
通

知
カ
ー
ド
の
封
書
に
同
封
の
送

付
用
封
筒
で
地
方
公
共
団
体
情

報
シ
ス
テ
ム
機
構
へ
（
送
付
用

封
筒
を
紛
失
し
た
場
合
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
総
合
サ
イ
ト

（https://w
w
w
.kojin

bango-card.go.jp/

）
か
ら

宛
名
台
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申

請
　

顔
写
真
の
デ
ー
タ
を
用
意
の

上
、
パ
ソ
コ
ン
ま
た
は
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

サ
イ
ト（https://www.kojin

bango-card.go.jp/kofu
shinse/

）に
ア
ク
セ
ス
し
申
請

③
証
明
用
写
真
機
に
よ
る
申
請

　

地
域
に
お
け
る
消
防
防
災
の

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
消

防
団
は
、
普
段
は
そ
れ
ぞ
れ
の

職
業
に
専
念
し
、
災
害
な
ど
の

際
に
は
消
防
団
員
と
し
て
対
応

に
当
た
る
、
地
域
愛
を
も
っ
た

方
の
集
ま
り
で
す
。
「
地
域
の

た
め
に
働
き
た
い
」
と
思
う
方

は
、
ぜ
ひ
、
消
防
団
員
に
ご
応

募
く
だ
さ
い
。

消
防
団
と
は

　

消
防
団
は
、
火
災
や
風
水
害

な
ど
か
ら
市
民
の
生
命
・
財
産

を
守
る
事
を
目
的
と
し
た
消
防

組
織
法
に
基
づ
く
組
織
で
す
。

消
防
団
は
、
消
防
署
と
同
じ
消

防
機
関
で
す
が
、
消
防
署
が
常

備
の
消
防
機
関
で
あ
る
の
に
対

し
、
消
防
団
は
、
普
段
、
個
々

の
職
業
を
持
っ
て
い
る
市
民
が

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、

顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
と

し
て
の
利
用
や
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
の
住
民
票
の
写

ら
も
大
切
な
も
の
に
な
り
ま
す
。

座
間
市
の
自
治
会
の
構
成

　

皆
さ
ん
の
生
活
す
る
地
域
に

は
、「
単
位
自
治
会（
自
治
会
）」

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
自
治
会
が

集
ま
っ
て
、よ
り
広
範
囲
の「
地

区
自
治
会
連
合
会（
地
区
自
連
）」

が
組
織
さ
れ
て
お
り
、
市
民
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会
、
避
難

所
開
設
訓
練
な
ど
、
自
治
会
を

ま
た
い
だ
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
市
内
1
7
3
の

自
治
会
と
、
13
の
地
区
自
連
が

集
ま
っ
た
組
織
と
し
て
、
「
座

間
市
自
治
会
総
連
合
会
（
市
自

連
）」が
あ
り
ま
す
。市
自
連
は
、

各
自
治
会
の
活
動
を
サ
ポ
ー
ト

し
、
市
と
地
区
自
連
、
自
治
会

と
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
を
担
っ

て
い
ま
す
。

自
治
会
に
加
入
す
る
に
は
？

　

自
治
会
へ
は
、
各
自
治
会
の

地
域
に
在
住
す
る
方
で
あ
れ
ば
、

ど
な
た
で
も
加
入
で
き
ま
す（
加

入
は
世
帯
単
位
）
。

○
加
入
方
法

　

▽
加
入
す
る
自
治
会
が
分
か

ら
な
い
方
＝
電
話
、
フ
ァ
ク

ス
ま
た
は
直
接
下
記
「
自
治

会
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

先
」
ま
た
は
担
当
へ

　

▽
加
入
す
る
自
治
会
が
分
か

　

街
中
に
設
置
し
て
あ
る
証
明

写
真
機
（
対
応
機
種
の
み
）
で
、

画
面
の
案
内
に
従
い
申
請

申
請
書
類
を
紛
失
し
た
場
合

　

申
請
す
る
方
の
本
人
確
認
書

類
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー

ト
な
ど
の
官
公
署
が
発
行
し
た

写
真
付
き
の
も
の
1
点
、
写
真

な
し
の
場
合
は
保
険
証
と
年
金

手
帳
な
ど
2
点
）
を
市
役
所
1

階
戸
籍
住
民
課
へ
持
参
し
、
申

請
書
の
再
交
付
後
、
①
②
③
い

ず
れ
か
の
方
法
で
申
請

問
い
合
わ
せ
先

○
制
度
・
申
請
に
つ
い
て　

内

閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://

　

w
w
w
.cao.go.jp/bangou

　

seido/

）
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
総
合
サ
イ
ト
ま
た
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
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災
害
時
に
消
防
団
員
と
な
り
、

消
防
活
動
を
行
う
非
常
備
の
消

防
機
関
で
す
。
消
防
団
の
身
分

は
、
非
常
勤
特
別
職
の
地
方
公

務
員
で
あ
り
、
報
酬
と
出
勤
し

た
場
合
の
活
動
手
当
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

消
防
団
の
特
徴

　

消
防
団
員
は
、
自
ら
が
地
域

の
住
民
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
情

報
や
経
験
を
災
害
現
場
で
生
か

せ
ま
す
。
ま
た
、
消
防
団
は
、

地
域
と
消
防
署
を
結
ぶ
パ
イ
プ

役
を
担
っ
て
い
ま
す
。
平
成
23

年
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災

で
は
、
地
域
に
密
着
し
て
い
る

消
防
団
の
活
躍
に
よ
り
、
数
多

く
の
方
が
避
難
・
救
出
さ
れ
ま

し
た
。

し
・
印
鑑
登
録
証
明
書
な
ど
の

取
得
、e

-

T
a
x
を
利
用
し
た

確
定
申
告
な
ど
で
利
用
で
き
る

他
、
令
和
3
年
か
ら
健
康
保
険

る
方
＝
直
接
自
治
会
長
ま
た

は
役
員
へ

※
会
費
、
規
約
な
ど
は
自
治

会
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

自
治
会
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

自
治
会
の
活
動
を
知
り
た
い

　

市
自
治
会
総
連
合
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（sh

ijiren
-

zam
a.com

）
か
ら
、
自
治

会
の
活
動
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

消
防
団
の
活
動

　

火
災
・
風
水
害
・
震
災
な
ど

の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
消

火
・
救
助
活
動
の
他
、
地
域
の

イ
ベ
ン
ト
の
警
備
、
自
治
会
な

ど
へ
の
訓
練
指
導
を
行
い
ま
す
。

市
の
消
防
団

　

市
内
に
は
、
5
分
団
16
部
の

消
防
団
が
あ
り
、2
0
3
人（
令

和
元
年
12
月
1
日
現
在
）
が
消

防
団
員
と
し
て
所
属
し
て
い
ま

す
。
市
の
消
防
団
は
、
全
国
的

に
も
レ
ベ
ル
が
高
く
、
昨
年
行

わ
れ
た
「
第
26
回
全
国
消
防
操

法
大
会
」
の
ポ
ン
プ
車
の
部
に

お
い
て
、
優
良
賞
（
第
7
位
）

を
受
賞
し
ま
し
た
。

入
団
方
法

　

次
の
入
団
条
件
全
て
を
満
た

す
希
望
者
は
、
電
話
、
フ
ァ
ク

ス
ま
た
は
直
接
担
当
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

◆
入
団
条
件

・
市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
者

・
18
歳
以
上
45
歳
未
満
の
方

・
志
操
堅
固
で
、
か
つ
、
身
体

自
治
会
に
つ
い
て
の

問
い
合
わ
せ
先

　

市
自
治
会
総
連
合
会
（
市
自

連
）
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○
受
付
時
間　

午
前
9
時
～
午

後
5
時
（
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
・
休
日
を
除
く
）

○
と
こ
ろ　

ざ
ま
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
プ
ラ
ザ（
ふ
れ
あ
い
会
館
）

2
階

強
健
で
あ
る
方

消
防
団
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
：
災
害
発
生
時
に
は
ど
の
よ

う
な
活
動
を
し
ま
す
か

Ａ
：
火
災
や
震
災
の
発
生
時
に

は
、
避
難
誘
導
や
人
命
救

助
、
情
報
収
集
、
消
火
活

動
な
ど
、
風
水
害
の
発
生

時
に
は
、
水
防
活
動
や
管

内
巡
回
な
ど
を
行
い
ま
す
。

Ｑ
：
訓
練
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
し
ま
す
か

Ａ
：
人
命
救
助
や
救
助
救
急
活

動
な
ど
の
た
め
に
必
要
な

知
識
・
技
術
を
身
に
付
け

る
訓
練
を
行
い
ま
す
。

Ｑ
：
仕
事
の
都
合
で
活
動
に
参

加
で
き
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
が
、
入
団
で
き
ま
す

か

Ａ
：
可
能
な
範
囲
で
消
防
団
活

動
へ
参
加
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
入
団
で
き
ま
す
。

Ｑ
：
学
生
で
も
入
団
で
き
ま
す

か

Ａ
：
学
生
で
も
入
団
条
件
を
満

た
し
て
い
れ
ば
入
団
で
き

ま
す
。


